
［主な補正項目］

◆「オミクロン株対応ワクチンの接種」の実施 1億5,600万円〔補正後：3億6,675万円〕

◆「新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金」の申請期限延長 113万円〔補正後：666万円〕

◆「住民税非課税世帯等への緊急支援給付金」の給付 3億 947万円

◆「災害復旧事業」の実施 3,485万円

令和４年 京丹後市議会9月定例会提出 追加補正予算(案)

報 道 資 料
令和 4年 1 0月 3日
京 丹 後 市 役 所

第７号 補正額 5億1,121万円
（補正後予算額：379億3,318万円）

一般会計及び国民健康保険直営診療所事業特別会計の補正予算を編成し、10月６日議案提出

※各項目における予算額は、表示単位に四捨五入しています 総務部／財政課 69-0160 1

◆令和４年度一般会計補正予算◆

補正財源：国・府支出金、繰越金、市債

問



《新型コロナウイルス対策》
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問 健康長寿福祉部／新型コロナウイルス対策室 69-0135

■オミクロン株対応ワクチンの接種経費【1億5,600万円】 〔国制度〕

新型コロナウイルス感染症の重症化・感染・発症予防のため、初回（1・2回目）接種が完了した12歳以上のすべて
の方を対象に追加接種を実施

●接種実施経費： 1億1,581万円

●集団接種会場運営： 2,366万円

●接種券等郵送料： 1,599万円

●チラシ作成費等： 54万円

○対象者：約44,000人

○接種間隔：前回接種完了から5か月以上経過

※国において、今後接種間隔を短縮する方向で検討中

○使用ワクチン：ファイザー社製及びモデルナ社製

○接種開始日：個別接種（令和４年9月26日）

集団接種（令和４年10月15日）

問 健康長寿福祉部／新型コロナウイルス対策室 69-0135

１～４回目の接種については、既決予算で実施中

本市のワクチン接種状況（速報値）

接種者数 接種率

初回接種
（2回目）

45,141人 89.1％

3回目 37,382人
73.8％

（82.8％※）

4回目 19,504人 -

令和4年9月28日
※ 3回目接種者/2回目接種者

拡

■生活困窮者緊急支援【113万円】 〔国制度〕

健康長寿福祉部／生活福祉課 69-0310問

拡
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了

するなどにより、さらなる貸付を利用できない生活困窮世帯を対象に支給している新型コロナウイルス生活困窮者自
立支援金の申請期限が延長したことによる追加

〇支給月額：単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円

〇支給期間：3か月

〇申請期限：令和4年12月31日（延長前：令和4年9月30日）

〇対象者数：７世帯（見込み）※再支給を含む



《災害復旧事業》

■農地・農業用施設災害復旧事業【580万円】

問 農林水産部／農林整備課 69-0430 、建設部／管理課・土木課 69-0510・0520、

・小規模災害復旧事業支援補助金＜580万円＞
（農地5か所、農業用施設15か所、計20か所）

■林業用施設災害復旧事業【494万円】
・小規模災害復旧事業支援補助金＜104万円＞（4か所）
・林道補修＜60万円＞（2か所）
・災害復旧工事＜300万円＞（1か所）
・その他事務経費＜30万円＞

■公共土木施設災害復旧事業【2,190万円】
・維持修繕＜500万円＞（道路16か所）
・災害復旧工事＜1,660万円＞（道路3か所、河川2か所）
・その他事務経費＜30万円＞

9月3日の豪雨及び台風14号により被災した農地・農業用施設や道路・河川等の災害復旧
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■公立学校施設災害復旧事業【221万円】
・屋根修繕工事＜221万円＞

（しんざん小学校、大宮第一小学校、久美浜中学校）

教育委員会事務局／教育総務課 69-0610

特別会計の補正予算

問

■国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算（第１号）

医療部／医療政策課 69-0360

【主な内容】・マイナンバーカードを利用し、オンラインで保険資格を確認するためのシステムの導入 129万円
（五十河診療所、野間診療所、佐濃診療所）

【補正額：129万円】補正後予算額：2億2,029万円

新

《物価高騰対策》

■住民税非課税世帯等への緊急支援給付金 【3億 947万円】 〔国制度〕
電気・ガス・食料品等の価格高騰を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、「電力・ガス・

食料品等価格高騰緊急支援給付金」を給付

【給 付 額】 対象世帯1世帯につき5万円 【申請期限】令和5年2月28日まで

【対象世帯】 １．令和4年度住民税非課税世帯（基準日：令和4年9月30日） （想定：6,000世帯）

世帯員全員が令和4年度分市町村民税均等割が非課税若しくは条例により免除されている世帯。ただし、市町村民税均等
割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割
が課されていない世帯を除く。

➔ 市が送付する確認書（口座情報、被扶養等）の返送が必要

2 ．家計急変世帯（想定：100世帯）
家計が急変し、世帯員全員それぞれの年収見込額が住民税非課税水準と同等以下となった世帯。

➔ 申請が必要 健康長寿福祉部／生活福祉課 69-0310問


